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従来方式 DB DBO リース PFI

主な資金調達 公共 公共 公共 民間 民間

概 要

公共が施設整備に係る資
金調達を行い、各業務を
個別に発注手続き等を行
い、業務を進める。

公共が施設整備に係る資
金調達を行い、民間が設
計建設し、整備に係る対
価を民間に支払う。
維持管理等は従来と同様、
公共側で実施する。

民間が設計建設、維持管
理等を行い、公共が資金
調達の上、対価を民間に
支払う。維持管理費は委
託料を事業期間にわたり
民間に支払う。

民間が資金調達を行い、
設計建設、維持管理等を
行う。公共は賃貸借によ
りリース料を支払い、民間
が投下資金回収後に所
有権を公共に移転する。

民間が資金調達を行い、
設計建設、維持管理等を
行う。公共は民間事業者
のサービス提供に対する
対価を、事業期間にわた
り平準化して支払う。

特徴

民間ノウハウ・
創意工夫の発

揮

個別・単年度・仕様発注
により、創意工夫は各業
務単位で発揮される。

設計～建設の施設整備
において創意工夫が期待
でき、工期短縮が見込ま
れる。

設計～維持管理までライ
フサイクルとしての創意
工夫が発揮でき、工期短
縮も見込まれる。

設計～維持管理までライ
フサイクルとしての創意
工夫が発揮でき、工期短
縮も見込まれる。

設計～維持管理までライ
フサイクルとしての創意
工夫が発揮でき、工期短
縮も見込まれる。

市の事務管理
負担

年度ごとに委託先等の選
定・発注手続き、管理が
必要。

設計建設部分の個別手
続き負担は軽減される。

長期一括契約となるため、
個別の手続き等事務負担
が軽減される。

長期一括契約となるため、
個別の手続き等事務負担
が軽減される。

長期一括契約となるため、
個別の手続き等事務負担
が軽減される。

コスト/財政負担
の軽減

仕様発注、単年度契約が
基本となるためコスト削減
の効果は限定的となる。

設計建設部分において性
能発注による効率化やコ
スト削減が期待できる。

設計～維持管理まで性能
発注によるコスト削減が
期待できる。

設計～維持管理まで性能
発注によるコスト削減が
期待できる。

設計～維持管理まで性能
発注によるコスト削減が
期待できる。

その他

公共工事の品質確保の促進に関する法律において、
基本的な方針で「高度な技術提案を求める場合」など
で示された手法で、従来型の延長上の事業となる。

事業方式そのものの法的
根拠はなく、賃貸借に係
る借地借家法が適用され
る。民間側がリース会社
等に限定される懸念があ
る。

PFI法に準拠し、募集手
続き等が明確な事業手法
であり、透明性や公平性、
リスク分担の最適化など
に基づく事業となる。



②ＰＰＰ／ＰＦＩ制度について

PPP/PFIとは・・・

PPP
公民が連携して、公共サービスの提供を行うスキーム

PFI
PFI法（※）に基づき、公共施設等
の建設、維持管理、運営などを民間の
資金、経営能力及び技術能力を活
用して行う方法

（※）民間資金等の活用による公共施設等の整備
等の促進に関する法律

PFI事業とは・・・
PFI法 第2条第1項
「公共施設等」とは、次に掲げる施設（設備）をいう。
一 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設
二 庁舎、宿舎等の公用施設
三 賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護

施設、駐車場、地下街等の公益的施設
四 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設（廃棄物処理施設を除

く。）、観光施設及び研究施設
五 船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星（これらの施設の運行に必要な施設を含

む。）
六 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの

これらの整備等に関する事業であって、民間の資金、経営能力及び技術能力を活用することによ
り効率的かつ効果的に実施されるもの

事
業
手
法

事業手法 資金調達 設計・建設 （運営開始） 維持管理・運営 （事業終了） 事業終了後

P
F
I

BOT 民間 民間 民間 （民→公） 公共

BTO 民間 民間 （民→公） 民間 公共

BOO 民間 民間 民間 民間

DBO
（所有は公共） 公共 民間 民間 公共

（ ）は所有権の移転を表す
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メ
リ
ッ
ト

✔ 財政支出の平準化 ✔ 低廉かつ良質な公共サービスの提供
✔ 公共サービスの提供における行政の関わり方の改革
✔ 民間の事業機会の拡大による経済活性化
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③ＰＦＩ法に基づく手続きについて
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段階 基本計画 導入可能性調査 実施方針

主
な
検
討
内
容

① 具体的な必要機能
② 施設構成
③ ゾーニング、動線
④ 概略事業費
（ライフサイクルコストの
算出を含む）

⑤ 基本計画図
⑥ 運営方針

① 基本構想、基本計画における施設
整備概要の確認

② 事業スキーム
（期間、業務範囲、リスク分担 等）
③ 市場調査
④ 事業手法評価
（ＶＦＭ評価含む）
※VFM:従来の方式と比べてPFIの方が
総事業費をどれだけ削減できるかを示す割合

一 特定事業の選定に関する事項
二 民間事業者の募集及び選定に関する事項
三 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施
の確保に関する事項

四 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項
五 事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に
関する事項

六 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
七 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援
に関する事項

事
業
手
法
の
決
定
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④他自治体でのPFI事業事例（庁舎関係）
さいたま市北区 岩手県紫波町 奈良県橿原市

事業名 プラザノース整備事業 紫波町新庁舎整備事業 八木駅南市有地活用事業

事業方式 BTO方式 BTO方式 BTO方式

事業期間 設計・建設期間：２年６か月
管理運営期間：１５年

設計・建設期間：２年６か月
管理運営期間：１５年

設計：建設期間：３年
管理運営期間：２０年

VFM（特定事業選定時） 9.9％ 6.0％ 14％

事業内容
さいたま市の北区役所、図書館、ホール、コミュニティ機
能からなる新設複合施設の設計・建設、維持管理、運
営を行うもの

本庁舎、第二庁舎、教育委員会事務局及び保健セン
ターを統合した新庁舎の整備および維持管理・運営を
行うもの

近鉄大和八木駅南側市有地の活用において、総合窓
口機能を提供する庁舎を整備して市民の利便性の向
上を図るとともに、観光の拠点として宿泊施設等の観光
施設を整備し、維持管理・運営するもの

事業スケジュール
H16.2 実施方針公表
H17.1 入札公告
H17.10 事業契約締結
H20.5 供用開始

H23.12 実施方針公表
H24.2 入札公告
H24.９ 事業契約締結
H27.5 供用開始

H26.4 実施更新公表
H26.7 募集要項の公表
H27.4 事業契約締結
（H30.2 供用開始予定）

さいたま市大宮区 大阪府東大阪市 （千葉県木更津市）

事業名 大宮区役所新庁舎整備事業 東大阪市新旭町庁舎整備事業 木更津市庁舎整備事業

事業方式 BTO方式 BTO方式 BTO方式

事業期間 設計・建設期間：２年９か月
管理運営期間：２０年

設計・建設期間：２年１か月
管理運営期間：１５年

設計・建設期間：３年３か月
管理運営期間：１５年６か月

VFM（特定事業選定時） 7.65％ 1.593％ 9.45％

事業内容
大宮区役所新庁舎を現在の庁舎機能のほか、（仮
称）北部市税事務所及び新大宮図書館を導入した
複合施設として整備し、維持管理・運営するもの

公共施設である庁舎施設の設計、建設及び維持管理
を行う事業（PFI事業）として実施するもの

木更津市庁舎の設計・建設を行った後、市に所有権を
移転し、事業期間終了までの間、本施設の維持管理・
運営を行うもの

事業スケジュール
H27.9 実施方針公表
H27.11 入札公告
H28.8 事業契約締結

H28.8 実施方針公表
H28.11 入札公告
（H29.8 事業仮契約締結）

（資材の高騰などにより、予定価格内での工事が困難
となり、事業者選定を延期）
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